
【 資 料 第 ３ 号 】 

都市計画部地域整備課 

耐震化促進事業の拡充について 

１ 背景及び目的 

令和５年に改訂された東京都耐震改修促進計画において、2000 年基準を満たさない木造

建築物や一般緊急輸送道路沿道建築物及び地域輸送道路（緊急道路障害物除去路線）の沿

道建築物の耐震化促進に取り組むこととされた。これらを耐震化促進事業の助成対象建築

物に加え、災害に強いまちづくりを推進する。 

２ 耐震化促進事業拡充の概要 

⑴ 木造建築物耐震診断助成、木造住宅耐震化助成、木造住宅シェルター等助成

ア 助成対象の拡充

現 行：昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの

拡充案：平成１２年５月３１日以前に着工されたもの

（昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までの間にあっては、在来

軸組工法による平屋又は２階建てのものに限る。） 

⑵ 緊急輸送道路沿道建築物に対する助成

ア 助成対象の拡充

現 行：特定緊急輸送道路に敷地が接する建築物 ※

拡充案：一般緊急輸送道路又は緊急道路障害物除去路線に敷地が接する建築物 ※

※ 以下の条件に当てはまるもの 

・建築物の高さが、特定緊急輸送道路、一般緊急輸送道路又は緊急道路障害物除去

路線の中心から建築物までの距離より高いもの（図１） 

・昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物
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（ただし、Ｌが 12ｍ以下の場合は、高さＬ/2 は 6m とする。） 
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【図 1：対象建築物】 
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イ 助成内容

（ア） 耐震診断に要する費用：

・一 般 緊 急 輸 送 道 路 助成対象事業費の１０分の９【上限２００万円】 

・緊急道路障害物除去路線 助成対象事業費の２分の１【上限２００万円】 

（イ） 補強設計に要する費用： 助成対象事業費の２分の１【上限２００万円】 

（ウ） 耐震改修に要する費用： 助成対象事業費の２分の１【上限１，０００万円】 

（エ） 建替えに要する費用： 助成対象事業費の２分の１【上限１，０００万円】 

（オ） 除 却 に 要 す る 費 用： 助成対象事業費の２分の１【上限１，０００万円】 

３ 今後のスケジュール 

令和６年３月２５日 区報及びＨＰ掲載等 

４月 １日 拡充による助成開始 
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①礫川小学校
②柳町小学校
③指ヶ谷小学校
④林町小学校
第十中学校

⑤明化小学校
⑥青柳小学校
⑦関口台町小学校
⑧小日向台町小学校
⑨金富小学校
⑩大塚小学校
⑪湯島小学校
⑫誠之小学校
⑬根津小学校
⑭千駄木小学校
文林中学校

⑮汐見小学校
第八中学校

⑯駒本小学校
⑰駕籠町小学校
⑱本郷小学校
⑲旧元町小学校
⑳第一中学校
㉑第三中学校
㉒第九中学校
㉓本郷台中学校
㉔音羽中学校
㉕江戸川橋体育館
㉖教育センター
㉗駕籠町備蓄倉庫
㉘千駄木備蓄倉庫
㉙目白台備蓄倉庫
㉚播磨坂備蓄倉庫
㉛駒込備蓄倉庫
㉜文京スポーツセンター
㉝本郷給水所
㉞跡見学園女子大学
㉟貞静学園短期大学
㊱東洋学園大学
㊲丸山公園遊び場備蓄倉庫
㊳シビックセンター
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一般緊急輸送道路

緊急道路障害物除去路線
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